
 

      

長野市（保健福祉部）プレスリリース 

 令和２年７月 14 日 

 

 

 

災害弔慰金の支給等に関する法律による災害弔慰金の支給に当たり、災害による死亡又は障害で

あるか否かの判定が困難な場合等に必要な事項について調査審議するため、条例に基づき設置した

「長野市災害弔慰金等支給審査会」の第３回会議を次のとおり開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回長野市災害弔慰金等支給審査会開催結果をお知らせします。 

 

第３回長野市災害弔慰金等支給審査会 

 

１ 開催日 令和２年７月９日（木） 

 

２ 場 所 長野市役所 会議室 

 

３ 委 員 ５名（医師２名、弁護士２名、学識経験者（大学教授）１名） 

 

４ 審査結果 

  ①審査件数 ５件 

  ②認定件数 ２件 

  ③継続審議 ３件 

 【認定の内訳】 

  年代・性別 経緯 

１ ８０代・男性 

自宅で被災し、救助されるまでの間、長時間にわたり体が

水に浸かってしまったことや、その後、避難先を転々とした

ことによる精神的・身体的疲労が影響して死亡したと認定さ

れたもの 

２ ８０代・男性 

被災後に被災家屋の片づけをしながら自宅で生活していた

が、洪水によるほこりや砂塵を吸い込み、肺炎を起こして死

亡したと認定されたもの 
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